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２Ｅ０２ 
中小企業を対象とする産学官連携支援機能の定量評価に関する一考察 

  
○前波晴彦（鳥取大学） 

 
１．はじめに 

日本における産学官連携は 1980 年代から

徐々に制度・予算等の整備がなされ，それと同

時に連携の主な当事者である企業と大学等の

研究機関においても，その重要性が認知される

ようになってきた。その結果として産学官連携

の件数，金額ともに増加を続けており，今日で

は多くの企業，研究機関が産学官連携に関わっ

ている。一方で都市部から離れた地域の状況に

目を向けると，産学官連携に関わるのは多くの

場合中小企業である。中小企業では限定された

リソースゆえに大学等と連携するに当たって

多くの障壁が存在する。（図１） 
 

 
図１ 「技術移転受諾に当たっての課題」

 
これらを低減し当事者間の連携を促進する

役割を担うのがコーディネータに代表される

産学官連携支援人材である。もちろん支援人材

の活動が「地域の中小企業」のみを対象とする

わけではないが，多くの大企業では研究機関と

の連携に対応する専門の部署を整備し複数の

プロジェクトを自社管理しているのに対して

中小企業においてはそうした体制を整備する

ことは現実的でなく，支援人材の果たす役割は

相対的に大きくなることが指摘されている1。ま

た（独）科学技術振興機構の支援制度を事例と

して，公設試のアクティビティが産学官連携を

推進した可能性や，支援人材を制度内に組み入

れた支援制度の有効性についても指摘がなさ

れてきた23。 

このようにコーディネータ等に代表される

産学官連携支援人材の存在や，「人脈」，「信頼

関係」などが連携を成功させるうえで重要な要

素となる可能性がある。総合科学技術会議の

「科学技術による地域活性化戦略」では「（支

援人材の）地域内での育成・定着や外部からの

循環形成に係る施策メニューの充実を図る必

要がある」（括弧内は報告者）として，「支援人

材強化のために人材の発掘・育成，処遇の改善，

キャリアパスの多様化等を図るための政策を

パッケージ化」「支援人材のネットワークを構

築し，スキルやノウハウ，人脈等の共有・蓄積

を図る仕組みを構築」といった取り組みの必要

性を指摘している4。また，舛山らは産学連携支

援制度の効果について「ネットワーク形成効果

に関しては,産官学連携補助金事業の人脈形成

効果が大きいと考えられる。企業インタビュー

において,『地域コンソーシアム・プロジェクト

の大きなメリットは人脈が広がることである』

との声がある」としている5。さらに中小企業金

融公庫が実施した「産学連携の取り組み実態に

関するアンケート調査」によれば「産学連携の

相手(学校，教官等)を探したルート・手段」へ

の最多回答は「先生との個人的な人脈を通じ

て」であった6。 
しかし，その一方で，これらの要素を定量化

することは容易ではなく，結果として連携の成

否を個々の研究者や企業担当者，支援人材のパ

ーソナリティも含めた属人的かつ曖昧な「人的

ネットワーク」に帰する傾向があったことは否

定できない。産学官連携活動において「人的ネ

ットワーク」を中心とした支援機能をどのよう

に捉え評価するかは，支援人材の適性を判断す

るうえでも重要であり，ひいては産学官連携活

動そのものの評価にまで影響を与える可能性

もある。したがって「人的ネットワーク」の分

析は産学官連携活動を扱っていくうえで重要

なテーマである。 
 
２．地域の産学官連携支援制度と支援人材 

産学官連携支援制度を含む地域科学・技術政

策は，2009 年に実施された内閣府行政刷新会議

による事業仕分けによって大きく方向転換す
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ることとなった。事業仕分けの場では「文部科

学省が地域活性化策をする必要はない」，「地域

の創意工夫が広がるよう交付税等の使いやす

い財源にすべき」「各自治体の状況に違いがあ

り，現場に近い組織に判断させる事で効率が上

がるのではないか」等のコメントにもとづき

「地域科学技術振興・産学官連携（文部科学

省）」は廃止と判断された7。こうした決定に対

しては関係者を含め各方面から異論もあった

ものの，結果として産学官連携についても「地

方のことは地方に」というコンセプトが明示さ

れることとなった。今後この方針が継続されて

いくかどうかについては予断を許さないもの

の，少なくとも現時点では地方における産学官

連携支援については原則として各地方自治体

が主体となることが求められているといえる。 
そこで地方自治体を対象としたアンケート調

査を実施し，支援人材の活用に着目した産学官

連携支援制度の現状把握を試みた。（独）中小

企業基盤整備機構「都道府県・高度化事業担当

課（平成 22 年７月１日現在）」にもとづき，各

都道府県の担当部署にアンケートを依頼した。

アンケートの実施に際しては東日本大震災の

被災地に配慮し,静岡～長野～富山以西の 31 府

県に対して依頼状を送付することとし 15 府県

から web 上で回答を得た（回答率 48.4％）。 
本アンケートにおいては「産学官連携支援制

度」を「大学等研究機関と企業との連携による

産業の活性化／新事業の創造等を制度の主旨

とするもの」と定義したうえで「独自の産学官

連携支援制度を設けていますか？」を尋ねた。

この設問に対しては 100%の自治体が「はい」

と回答しており，自治体における支援制度が一

定程度整備されていることを伺わせる。さらに

「産学官連携の支援を主務とする人材（コーデ

ィネータ等）を配置していますか？配置してい

る場合には配置先をご回答ください」との設問

に対して「配置していない」と回答した自治体

はなく，回答を寄せたすべての自治体が支援人

材を配置している。 
配置先に関する回答をまとめると，地方自治

体が配置している支援人材の 78％が自治体の

管轄する財団等に配置されている。それに「知

事部局（公設試等を除く）」と「公設試等」が

共に 11％で続く。同様に「産学官連携支援制度

の運用を主に担当するのはどこですか？」との

設問に対しても 50％が財団等と回答しており，

地方における産学官連携支援制度を担う主体

が自治体立もしくは自治体が出資する財団等

であることが分かる。 
産学官連携支援制度の具体的な支援内容につ

いての設問に対する回答が図２である。「研

究・技術相談，研究機関とのマッチング等」と

「資金の一部補助」が共に３割を占め，「マー

ケティング支援（販路開拓等）」が続く。とこ

ろで，中小企業を対象とした産学官連携支援制

度では資金補助を利用する場合に金融機関か

らの融資で当座の資金繰りを行うことが多く，

結果として支援の一部が借り入れ利子の形で

金融機関に流れているという現状がある8。全額

補助であるか一部補助であるか，さらには概算

払いか精算払いかは中小企業が産学官連携に

参入する際の財務的・精神的障壁に差異を生じ

させる可能性があることを指摘しておきたい。 
 

 
図２ 具体的な支援内容（複数回答可）

 
図２のとおり今回のアンケートに対しては

「資金の全額補助」を設けていると回答した自

治体は 13％であった。一般的に「支援を受ける

企業等にも応分の負担を求める」という考え方

により資金の一部補助制度が多くなる傾向に

あるが，小規模な支援もしくは産学官連携に不

慣れな中小企業の支援を主な目的とする支援

制度の策定に当たっては，対象となる研究開発

フェーズや支援対象を勘案して支援形態を検

討する余地があると思われる。こうした柔軟な

支援を実施するに当たっては，外部資金の経費

執行に慣れない中小企業を支援し，適正な制度

運用を保証する役割を支援人材に求めること

も検討する価値がある。 
続いて「産学官連携支援制度のうち対象を自

治体内に立地している企業・機関に限定してい

る制度がありますか？」と尋ねたところ 93％が

有ると回答した。さらに「産学官連携支援制度

のうち対象を中小企業に限定している制度が

ありますか？」には 80％が有ると回答した。地
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方自治体による支援が自治体内に立地する企

業を主な対象とすることは自然であるが，一方

で中小企業側からみると産学官連携に参入す

る機会が立地に大きく左右されることになり

かねない。事業仕分け直後から一部の産学官連

携関係者の間では各地方自治体が運用する支

援制度のみでは地域の産学官連携活動を充分

にフォローすることは困難ではないかという

危惧が表明されていたが，地方自治体による支

援と国等によるより広域的な支援は二者択一

ではなく適宜棲み分けて並立して運用される

べきものであろう。 
最後に，支援制度において支援人材を明確に

位置づけているかどうかを尋ねた。「産学官連

携支援制度のうちコーディネータ等を制度内

に組み込んだ制度がありますか？もしくは過

去にありましたか？ 例：申請時にコーディネ

ータの関与が必須，連携チーム内にコーディネ

ータ等の参画が必須等」との設問に対して「有

る」と回答したのは 20％であった。先に述べた

とおり，回答を寄せたすべての自治体が支援人

材を配置していることから，支援人材の存在自

体は一般的となったと考えられるものの，彼ら

を支援制度内に位置付けた形で運用している

自治体は多くないことが分かる。 
自由記述で「コーディネータ等の有効活用に

ついて工夫している取組みや今後の構想等」を

尋ねたところ，「コーディネータの連携促進」

や「ネットワーク強化」，「情報交換・共有」を

目的とする会議や協議会の設置といった回答

が大半であり，現状では支援人材の組織的な運

用が充分になされていないことを伺わせる。少

なくとも自治体としては支援人材間の連携に

課題があると認識しており，支援人材の組織的

な運用に対する関心は相対的に低いといえる。 
一方で，支援人材を組み込んだ制度を運用し

ていると回答した自治体に対して自由記述で

制度の内容を尋ねたところ，「産学官連携によ

る技術開発助成制度では申請および実施段階

においてコーディネータの関与が必須」，「産学

官の各機関メンバーによるコーディネートチ

ームを形成し，可能性試験等基礎研究への助成

の実施の判断をコーディネートチームメンバ

ーによる合議により判断」といったように，支

援人材が支援制度の運用に深く関与している

ことが分かった。こうした自治体では申請時の

助言だけでなく，支援の可否や実施時のマネジ

メントにも支援人材が関与しており，支援制度

の中で大きな影響力を持っていることを伺わ

せる。 
アンケートの結果をまとめると，地方自治体

による産学官連携の支援は地域に設置されて

いる財団等を通して実施されており，支援人材

についても財団等への配置が進んでいる。具体

的な支援内容は技術相談とマッチング，資金の

一部補助，マーケティング支援が一般的であっ

た。自治体内に立地した企業や中小企業に支援

対象を限定した支援制度を持つ自治体は多い。

一方で支援人材を支援制度の中でどのように

位置付け，活用しているかについて明確な回答

を寄せた自治体は少なかった。一部の自治体で

は支援人材が支援制度の運用に深くかかわっ

ていることが明らかになった。このようなケー

スで支援人材の採用や運用がどのようになさ

れているのか，また実際に支援人材を制度内に

位置付けることで従来の支援制度に対して支

援の質やその成果，支援人材の運用・育成・モ

チベーションなどにどのような差異があるの

かについては今後継続して調査を実施してい

く予定である。 
 
３．産学官連携支援機能の定量評価手法の検討 

これまで産学官連携支援制度については主

に国レベルの政策分析や海外との制度比較研

究が行われてきた。また個々の連携事例につい

ての事例報告は活発になされてきた。しかしな

がら産学官連携支援機能の定量評価について

の検討は充分とはいえない。特に産学官連携活

動全体に占める事例数の多さを勘案すれば「人

的ネットワーク」を介した地域中小企業と大学

等との連携についての実証的な検討は不充分

である。 
「人脈」や「信頼関係」といった曖昧な対象

を定量化し実証的に分析しようとするものに

ソーシャル・キャピタル研究がある。ソーシャ

ル・キャピタルは「社会関係資本」と訳され「社

会資本（インフラ・ストラクチャー）」や「人

的資源（ヒューマン・キャピタル）」と対応し

て用いられる概念である。必ずしも厳密な定義

がなされているわけではないが，パットナムに

よれば「信頼，規範やネットワークなど，行動

の調整を促進することにより社会の能率を高

めることができる社会構造の特徴」と定義され
9，一般的には社会において人々の間に形成され

る協調や信頼，人間関係や中間集団を指すとさ

れる。日本においては 2003 年に内閣府が全国

的な調査を行っており，自治体別に SC の蓄積

を測定している10。 
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表 1 地域産学官連携に関わる指標 

粗付加価値額

大学等と民間等との共同研究数

地域クラスター関連プログラム投入予算額

中小企業創造活動促進法認定企業数

公設試の技術指導および技術相談件数

公設試の依頼試験件数

地域生活ソーシャル・キャピタル指数（内閣府 ）

ソーシャル・キャピタル研究の手法を産学官

連携活動，特に地方における比較的小規模な産

学官連携活動の分析に援用することは有効で

あると思われる。すでにいくつかの検討がなさ

れており，ソーシャル・キャピタルと地域の科

学・技術活動との関係について分析がなされて

いる11。川島は地域クラスター政策を対象とし

て，内閣府の調査結果を含めた幾つかの指標

（表 1）を用い地域における科学・技術イノベ

ーションとソーシャル・キャピタルとの関係を

検討し，「地域のソーシャル・キャピタルと地

域科学技術イノベーションの間には正のフィ

ードバックループが存在する」とした12。 
一方，ソーシャル・キャピタル研究の手法を

援用した地域の産学官連携活動分析に当たっ

て大きな課題となるのが指標（変数）の選定で

ある。先行研究で扱われている指標には，例え

ば支援機関や支援人材の存在が考慮されてい

ない等の問題があり，なお検討の余地がある。

指標の選定に当たっては産学官連携に関わる

実務者の視点を組み入れつつ妥当な指標を選

定する必要があるが，関係するパネル・データ

の不在もあって困難が予想される。そのため，

特定の施策や支援制度を対象とした限定的な

検証を積み重ねることも考えられる。 
 
４．おわりに 

中小企業を主なプレーヤとする地方の産学

官連携活動において支援人材を中心とする支

援機能の重要性は相対的に高まると考えられ

る。アンケート結果によれば，各地方自治体は

独自に支援制度を設けており支援人材の配置

も進んでいる。しかしながら支援人材の効率的

な運用や支援制度との関係や制度内における

位置付けについては模索が続いている段階で

ある。 
また，支援人材については業務範囲が広く多

様こともあり，どのような機能を果たすべきか，

どういった資質が求められるのか，どのように

評価されるべきなのか，といった点については

曖昧なままとなっている。今後は支援人材や

「人的ネットワーク」など実務者間では有効性

が共有されてきたものの実証的な検討が不充

分であった産学官連携支援機能について分析

手法を検討する必要がある。そうした手法のひ

とつとしてソーシャル・キャピタル研究を援用

することは有効であるように思われる。 
「人的ネットワーク」を中心とした産学官連

携支援機能の有効性を検証し，かつネットワー

ク内における支援人材の機能を定量的に明示

することができれば，産学官連携を支援するう

えでどのような人材が有用か，どのような制度

運用が有効か，といった点についても示唆が期

待される。 
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